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１ 計画の基本的事項 

 

令和 17 （2035）年度を見据え、板橋区の環境の保全に関する

総合的かつ長期的な方針を示す計画 
 

 

計画策定の背景と 

基本的な考え方 

 

 区民の生活や事業者の活動における多様な課題に対し、区民・事

業者・区等の多様な主体が連携・協力して、さらなる取組を進め、

持続可能な社会を築くことが求められています。 

本計画は、自然と人が共生する板橋区を未来の次世代に引き継い

でいくため、次の考え方に基づき策定しました。 

・板橋区基本計画 2035 と整合した計画とします。 

・ＳＤＧｓ未来都市としてＳＤＧｓの目標年次である 2030 年を

見据えつつ、ゼロカーボンシティいたばし 2050 及びスマート

シティの実現をめざします。 

・地球温暖化対策、気候変動適応、生物多様性の保全、環境教育

をはじめとする環境・ゼロカーボン・スマートシティ政策に係

る中長期的な施策を示す総合的な基本計画とします。 

 

計画の位置づけ 

 

 本計画は、「板橋区基本構想」に掲げられた将来像の実現に向け、

「板橋区基本計画 2035」で示された環境分野の施策を具体化すると

ともに、国や東京都の計画及び「いたばし No.1 実現プラン」や区

の関連個別計画と総合的に連携を図っていくものであり、板橋区の

環境の保全に関する総合的かつ長期的な方針を示す計画です。 

 

計画の期間 

 

 計画期間は、令和８（2026）年度から令和 17 （2035）年度までの

概ね 10 年間です。 

 

対象とする分野  環境の将来像の実現を見据え、次の６つの分野を設定し、目標や

施策を示します。 

○ 脱炭素      ○ 気候変動適応 

○ 資源循環     ○ 生活環境 

○ 自然環境     ○ 学びと協創 
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１ 計画策定の背景と基本的な考え方 

様々な公害問題が社会問題化していた昭和 40（1965）年に、23 区にさきがけ公害問題を担

当する係を設置することでスタートした板橋区の環境行政は、その後 60 年にわたり、時代の

変化に合わせて発展してきました。 

1980～90 年代にかけて、オゾン層破壊や地球温暖化問題、資源の大量消費と廃棄物の増加な

ど、公害にとどまらない様々な環境問題が顕在化し、「持続可能な開発」という新しい概念が

提唱され始めた中で、板橋区は平成５（1993）年４月に「エコポリス板橋」環境都市宣言を行

いました。これを受け、平成７（1995）年にエコポリスセンターを開設、平成 11 （1999）年に

「板橋区環境基本計画」を策定し、広く環境行政を進める体制を整え、区民・事業者と区が協

働して環境保全の取組を進めてきました。 

その後、板橋区環境基本計画の改定を重ねるとともに、地球温暖化対策、ごみの発生抑制と

資源循環、環境教育など個別の課題に対する取組を充実させてきました。 

平成 28 （2016）年には、「板橋区環境基本計画 2025」を策定し、東日本大震災後の省エネル

ギーへの取組や再生可能エネルギー導入加速化、人口減少社会への移行などの変化を受け、Ｉ

ＣＴ*などの先端技術を活用して、安全、便利な暮らしや経済活動の実現をめざす“スマートシ

ティ*”の視点を取り入れ、取組をさらに発展させてきました。 

この間、国内外における環境を取り巻く状況は大きく変化しており、持続可能な開発目標(Ｓ

ＤＧｓ)*をはじめ、気候変動や海洋プラスチックごみ問題等、地球規模での環境問題に対する

取組が活発化しています。 

板橋区は、令和４（2022）年に、2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロをめざす 「ゼロカ

ーボンいたばし 2050」を宣言するとともに、内閣府による「ＳＤＧｓ未来都市」の選定を受け

た未来志向の持続可能なまちづくりを進めています。また、令和６（2024）年４月には、プラ

スチックの資源回収を開始しました。 

世界は今、気候変動、生物多様性*の損失、汚染の「３つの危機」に直面しているとされます。

区民の生活や事業者の活動における多様な課題に対し、区民・事業者・区等の多様な主体が連

携・協力して、環境にやさしいライフスタイルの実践、温室効果ガスの削減や資源の有効活用

による環境負荷の低減等、さらなる取組を進め、持続可能な社会を築くことが求められていま

す。 

今般、自然と人が共生する板橋区を未来の次世代に引き継いでいくため、次の考え方に基づ

き「板橋区環境基本計画 2035」を策定しました。 
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＜策定の基本的な考え方＞ 

（１）同時に策定した板橋区基本計画 2035 と整合した計画とします。 

（２）ＳＤＧｓ未来都市としてＳＤＧｓの目標年次である 2030 年を見据えつつ、ゼロカ

ーボンシティいたばし 2050 及びスマートシティの実現をめざします。 

（３）地球温暖化対策、気候変動適応、生物多様性の保全、環境教育をはじめとする環境 

・ゼロカーボン・スマートシティ政策に係る中長期的な施策を示す総合的な基本計

画とします。併せて短期的なアクションプランを盛り込み、これを適宜改訂してい

きます。 

 

板橋区における環境への取組の主な経緯  
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、「板橋区基本構想」に掲げられた将来像「未来をひらく 緑と文化のかがやくまち 

"板橋"」の実現に向け、「板橋区基本計画 2035」で示された環境分野の施策を具体化するとと

もに、国や東京都の計画及び「いたばし No.1 実現プラン」や区の関連個別計画と総合的に連

携を図っていくものです。 

本計画で描く環境の将来像の実現にあたっては、区民・事業者・区のすべての主体が、それ

ぞれの立場あるいは協働で環境に配慮した取組を進める必要があることから、本計画は、板橋

区の環境の保全に関する総合的かつ長期的な方針を示す計画となります。 

なお、本計画は、これまで別々に策定していた環境分野の個別計画のうち、地球温暖化対策

に関わる「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」、

「地域気候変動適応計画」、「環境教育等行動計画」及び新たに策定する「生物多様性地域戦略」

を含め、一体的に策定しています。 

また、本計画に示した施策を着実に実施していくため、各取組に対応した事業の年度ごとの

年次計画をとりまとめたアクションプランを作成し、計画の進捗管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置づけ  

板橋区基本構想 

板橋区基本計画 2035 

・地球温暖化対策の推進に関する法律 

・気候変動適応法 

・生物多様性基本法 

・環境教育等による環境保全の取組に

関する法律 

いたばし No.1 実現プラン 

［関連する計画］ 

板橋区一般廃棄物処理基本計画 

板橋区都市づくりビジョン 

いたばしグリーンプラン 

ほか環境に関連する計画 

（整合・連携） 

板橋区環境基本計画 2035 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

地域気候変動適応計画 

生物多様性地域戦略 

環境教育等行動計画 

一
体
的
な
統
合 

みどり豊かで人と地球にやさしいまち 

環境分野の基本政策 

基本

理念 ゆたかな環境を 

未来へつなぐ 

あたたかいこころで 

ともに歩む 

笑顔あふれるまちを 

みんなでつくる 

板橋区環境基本計画 2035 アクションプラン 
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３ 計画の期間 

区の総合計画である板橋区基本計画 2035 の計画期間と整合を図り、令和８（2026）年度か

ら令和 17（2035）年度までの概ね 10 年間とします。 

 

 

 

４ 対象とする分野 

本計画では、環境の将来像の実現を見据え、次の６つの分野を設定し、目標や施策を示しま

す。 

 

脱炭素 
温室効果ガス排出抑制、ゼロカーボンの実現につながる省エネルギー、

再生可能エネルギーの利用促進に関すること 

気候変動適応 
既に現れている、あるいは、中長期的に避けられない気候変動の影響に

対応する取組に関すること 

資源循環 ３Ｒの推進、ごみの排出抑制・再資源化の促進に関すること 

生活環境 
大気汚染、水質汚濁、騒音等の都市生活型公害などの防止、まちの美化

に関すること 

自然環境 みどり※や水環境の保全・活用、生物多様性に関すること 

学びと協創 環境教育・環境学習、環境保全活動の推進に関すること 

 

 

※本計画の対象とする「みどり」について 

本計画の対象とする「みどり」は、いたばしグリーンプランとの整合性を図り、樹林や樹木など植物

としての緑、公園や緑地などのオープンスペースや農のみどり、河川の水辺や湧水、鳥や昆虫などの

自然要素も含んだ、広い範囲のみどりです。 

 




